
職員の苦情相談の流れ

職 員 人事委員会
（職員相談員）（申出人）

人事委員会事務局の職員相談員が

相談に応じます。

◆ 対象者 一般職の職員本人

労務職員、企業職員、特別職の職員は
対象外です。

説明・助言

任命権者
（関係者）

あっせん

（面談、電話、手紙、電子メール）

相談

相談内容

勤務条件その他の人事管理に関する苦情

・ 相談内容の伝達（申出人の了解後）

必要な措置の実施

・ 事情聴取、照会その他の調査

・ 指導 等

※ 相談者本人に関するものに限ります。

相談の処理を打切り

人事委員会が、相談に係る問題の

解決の見込みがないと認めるとき、

その他相談の処理を継続すること

が適当でないと認めるとき

ただし

※ 臨時的任用職員、会計年度任用職員も
対象です。

※

（任用、給与、勤務時間、服務、セクハラ、いじめ等）


